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１  事業の概要 

1.1  事業名 

平成 27 年度低密度植栽の導入に向けた調査委託事業 

 

1.2  事業の背景と目的 

（１）事業の背景 

近年、森林資源の成熟による主伐（皆伐）の増加に伴い、主伐後の再造林の増加が予想され

る。こうした中、森林の多面的機能を十分に発揮していくためには、間伐の推進に加え、主伐

後の再造林を確実に実施することが必要となっている。他方で、限られた財源の下で効率的に

再造林を行うためには、再造林の低コスト化を徹底することが不可欠となっている。 

そのような中、再造林の低コスト化を図る手段として、コンテナ苗を利用した「伐採・地拵

え・植栽の一貫作業システムの導入」が注目されている。また、合わせて低密度植栽を推進す

ることにより一層の低コスト化に繋がる可能性が指摘されている。そのため、実証により状況

を把握しつつ、「低密度植栽に関する施業指針」を検討することが求められている。 

（２）事業の目的 

ここ数年、伐採から植栽までの一貫作業において適しているコンテナ苗の実用化により、植

栽本数を減らすことで造林・保育の低コスト化を図る取組への期待が高まってきている。しか

し、低密度植栽技術については、成林の確実性、コスト削減効果、気象害や病虫獣害等への耐

性等について十分な知見が得られていない状況にある。 

このため、低密度植栽技術について、森林の有する多面的機能の発揮や森林経営などの多様

な観点から実証、評価、分析を実施し、その結果を踏まえ、低密度植栽による施業の指針を作

成することを目的とする。 

（３）事業の考え方と進め方 

再造林の低コスト化を図るためには、コンテナ苗を利用し低密度植栽技術を取り入れた一貫

作業システムの導入が望まれているが、低密度植栽による低コスト化を図るためには、様々な

課題があり、その課題をクリアしながら、事業の最終目的である低密度植栽技術の施業指針を

作成する必要がある。 

また、本事業を進めていくには、関係都道府県担当者との意見交換を行い低密度植栽技術の

導入のための事務や基準、補助手段等に対する普及啓発を実施する必要がある。さらに、シカ

被害対策の軽減や下刈り回数の軽減に伴うコスト削減を目指して、大型コンテナ苗の導入促進

に道筋を開く視点にて実証を行いながら、今後の方向性の提示を行うことが求められている。 

そこで本調査では、1.3.2 で後述する ｢全体計画｣ 策定の考え方に沿いながら、今年度は、

図１に示した（１）～（７）の項目について事業を実施するものである。 
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（４）低密度植栽技術の現状の分析、評価 
 

① 文献調査 … 低密度植栽技術に関する学術論文等の情報収集と項目別内容の整理 

② 調査地の決定 … 全国 30 箇所程度の選定と全国 20箇所程度への絞込み 

③ 森林所有者への許諾取得 … 調査地森林所有者に対する調査実施の許諾と入林許可の取得等 

④ 調査地の施業履歴等の整理 … 施業履歴やコスト及び「地域の社会・林業特性、コンテナ苗の生

産体制、一貫作業の請負事業体」等の情報収集・整理を行い、課題を抽出 

⑤ 現地調査 … 自然特性（地形地質・気象等）、病虫獣気象害（特にシカ被害等）、下刈り等育林の

実態、生育状況等の調査と各種図化、現地写真の撮影 

⑥ 調査結果の整理と分析 … 低密度植栽技術を評価し、技術や体制及び地域における課題等を整理

して、導入促進方策の検討を行う 

⑦ 関係都道府県担当者との意見交換 … 関係都道府県担当者に対し、ヒアリングや意見交換を行

い、低密度植栽技術導入の事務や基準、補助手段等に対する普及啓発を実施 

（２）検討委員会の設置・運営 
. 

① 第１回検討委員会 

≫ 具体的な調査内容、調査箇所、調査方法、事業実施に当たっての留意事項等の検討 

≫ 低密度植栽施業の指針策定までの５年間の全体計画（案）の検討 

（７）報告書の作成 

（６）低密度植栽施業指針の検討 

≫ 低密度植栽施業指針の検討 

本事業成果や文献等から、各地域において、適切な低密度植栽技術の選択が可能となる指針

の策定方針等について検討を行い、その結果を調査報告書に記載 

（３）全体計画の策定 

≫ 低密度植栽施業の指針策定までの５年間の全体計画の策定 

② 第２回検討委員会 
 

≫ 低密度植栽技術の現状の分析・評価結果の報告、低密度植栽技術の実証開始の報告 

≫ 低密度植栽施業指針の記載項目、記載内容の検討 

≫ 大型コンテナ苗を用いた低密度植栽一貫作業システムによる低コスト化実現の可能性の検討 

③ 第３回検討委員会 
 

≫ 低密度植栽施業指針の考え方の整理、報告書内容の検討 

≫ 大型コンテナ苗を用いた低密度植栽一貫作業システムによる低コスト化実現の方向性の検討 

委員との

意見調整 

担当官と 

の打合せ 

（１）事業計画書の策定 

（５）低密度植栽技術の実証 

① 調査地の選定 … 東北地域太平洋側、近畿中国地域、九州地域の計10箇所の選定 

② 低密度植栽技術による植栽及びコスト分析 … 所有者との協定締結、検討委員の助言を踏ま

えた植栽諸条件（樹種・密度）、比較試験方法の決定、実証（地拵え・苗木運搬・植栽・シ

カ柵設置〔必要に応じ〕等）の開始、コストの分析 

③ 現地調査 … 調査地の概況把握（社会特性・自然特性・病虫獣気象害〔特にシカ被害等〕の

調査）、とモニタリングプロットの設定、各種図化、現地写真の撮影 

④ 大型コンテナ苗の可能性検討と生産 … 大型コンテナ苗による低密度植栽普及の基礎資料を

取得するため大型コンテナ苗（高さ90cm以上）の試行生産を協力者を調整して実施 

委員との

意見調整 

担当官と 

の打合せ 

担当官と 

の打合せ 

担当官と 

の打合せ 

委員との

意見調整 

担当官と 

の打合せ 

図１  平成 27 年度の事業内容及び事業の進め方のフロー（案） 
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1.3  事業内容 

本事業は、前述の目的を達成するため、低密度植栽技術について、成林の確実性、コスト削

減のための工夫や効果、気象害や病虫獣害等への耐性等の多様な観点から実証、評価、分析を

実施することにより、「低密度植栽施業指針」の策定に向けた検討を行うものである。そのた

め、以下の（１）～（７）の調査を実施した。 

（１）調査計画書の策定 

検討委員会及び林野庁担当者との協議を経て、調査項目毎の具体的な調査方法及び実施スケ

ジュール、実施体制等を確定し、調査計画書に明記し提出した。 

林野庁担当者との打合せ協議は、調査計画策定時、年３回の各検討委員会開催時、低密度植

栽による施業指針策定及び報告書作成時の計５回実施した。また、検討委員との意見調整は、

委員会開催前後の年３回実施した。その他、各項目実行時の要所々にて、メール及び電話にお

ける林野庁担当者及び検討委員との打合せを行い、調査成果を高めるべく調査を遂行した。 

なお、実証の際の地拵え、植栽、獣害対策等の実証計画（案）の策定と実証実行の再委託先

（地元の造林事業体や森林組合等）との役割分担や協力体制の構築については、林野庁担当者

と協議を行い、調査計画に反映させた。 

（２）検討委員会の設置・運営 

調査の実施に当たっては「低密度植栽技術の導入に向けた調査検討委員会」を設置し、年３

回委員会を開催・運営して、同委員会から必要な技術的指導及び助言を受けながら調査を進め

た。検討委員は、低密度植栽、一貫作業システム、造林、森林経営等の専門的知見を有し、第

一線で活躍中の学識経験者等７名で構成した。後述する表 2.1に氏名等を示す。 

なお、検討委員のメンバーや委員会の開催月日や検討内容等については、「2 検討委員会の

設置・運営」に後述した。 

（３）全体計画の作成 

本事業は、５年間の調査を予定しており、年度毎に取得データ等に差が生じないようにする

必要があることから、調査方法等も含めた低密度植栽施業の指針策定までの工程について、５

年間の全体計画を作成した。 

全体計画の具体的な作成内容等については、「3 全体計画の作成」に後述した。 

（４）低密度植栽技術の現状の分析、評価 

これまでに実施された低密度植栽箇所について、文献調査及び現地調査を実施した。現地調

査に当っては、その結果と施業履歴等を分析して施業成果や成林の可能性、コストに係る考察、

気象害や病虫獣害等への耐性等の多様な観点から、低密度植栽技術の評価を行った。 

また、関係都道府県に対する低密度植栽技術の普及啓発を図るため、低密度植栽を試験レベ

ルで実施している。若しくは実施を検討している都道府県関係者との意見交換を行った。 

さらに、将来のより低コストな技術化を目指す目的で、大型コンテナ苗の導入による低コス
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ト化の可能性についての現状分析及び評価を行った。 

① 文献調査 

低密度植栽技術について、学術論文等から情報を収集し、現状における技術体系、課題等に

ついて、全国各地で低密度植栽技術を導入する際に参考となる内容に整理した。 

② 調査地の決定 

文献調査や聞き取りから、既存の低密度植栽箇所の中で植栽本数や植栽方法、植栽後の施業

履歴が確認できる箇所（所在する地域に偏りが出ないよう配慮した全国 30 箇所程度）を調査

候補地とし、その調査候補地の中から、林野庁担当者との協議を経て、20 箇所程度に絞り込

み現地調査地を決定した。 

③ 森林所有者への許諾取得 

現地調査の実施に当たって、あらかじめ森林所有者の許諾及び入林の許可を取得する。また、

都道府県有林、市町村有林、国有林において必要な場合には、所定の手続を実施して入林許可

を取得するほか、必要に応じて林道通行許可等を取得し合法的に調査を実施した。 

④ 調査地の施業履歴等の整理 

現地調査地については、所有者・関係機関等へ照会を行い、施業履歴及び施業コスト等、低

密度植栽技術の分析・評価を行うための情報を収集し整理した。 

また、「地域の社会性や林業特性、コンテナ苗の生産体制、一貫作業の請負事業体」等の情

報収集・整理も行い、課題を抽出し、多様な観点から地域特性を明確にして低密度植栽技術の

評価に役立てた。 

⑤ 現地調査の実施 

ⅰ プロット設定 ： 100㎡のプロット（方形）を１ヘクタールあたり５箇所以上設定した。 

ⅱ プロット調査 ： プロット内の植栽木を含む全ての立木（樹高 50cm 以上）について樹種、

樹高、胸高直径（若しくは根元直径）、本数（植栽木についてはその形状）、樹冠疎密度

等を調査した。 

ⅲ 調査地の概況 ： 調査地の各プロット毎に林況写真を撮影するとともに林地の状況（地形、

樹種、下層植生等）、気象害（寒風害や風倒害等）や病虫獣害、シカ等の獣の痕跡（食痕

や糞塊等の有無）を記録した。 

⑥ 調査結果の整理と分析 

①～⑤の調査結果を整理し分析を行い、既往低密度植栽箇所に関する評価を行った。 

調査結果の整理と分析、評価にあたっては、以下の点に留意した。 

ⅰ 地域における特性に配慮しながら、コンテナ苗の生産体制、苗木種（樹種、挿し木・実生

苗）、気象害のリスク、病虫獣害のリスク、つる類やササ等の繁茂によるリスクなど、地

域に特化した低密度植栽に係る要因（社会環境要因、自然環境要因）の現状の分析、評価

を行った。 

ⅱ 地域における課題と成果、成功事例の分析を行い、低密度植栽技術の評価を実施した上で、

低密度植栽技術の現状における技術体系及び課題等を把握して、低密度植栽技術の導入促
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進のための資料として地域毎の配慮事項も含めて報告した。 

⑦ 関係都道府県担当者との意見交換 

低密度植栽等に関する研究や試験地を設置している３～４の都道府県担当者との意見交換

を行い、各都道府県担当者と成果を共有し、並行的に「速やかに導入する場合のネックとなる

点や改正が望まれる点、苗木の規格化などに対する意見等」を拾い上げ整理し、普及啓発のた

めに今後検討が望まれる事項を整理した。 

以上の具体的な調査内容と結果については、「6 低密度植栽施業指針の検討」に反映させた。 

（５）低密度植栽技術の実証 

前述の調査結果を踏まえ、各地域に適したと考えられる低密度植栽技術により植栽を行い、

同技術の実証を全国の民有林 10箇所にて実施した。 

① 実証地の選定 

低密度植栽による植栽を行う実証地として、東北地域太平洋側、近畿地域、九州地域におい

て計 10箇所程度の調査地を選定した。 

選定に当たっては、平成 28年度以降の選定箇所にも配慮し、地域毎の林業事情や自然特性、

社会特性に留意しながら、各地域で最低１箇所以上選定するとともに、可能な限り地域に偏り

が生じないよう配慮した。実証地１箇所当たりの平均面積は、概ね１ha程度とした。 

また、実証地は民有林内（都道府県有林や市町村有林、個人有林） にて設定した。なお、

選定した実証地（10 候補地）の場所や状況については、「5 低密度植栽技術の実証」にて後

述した。 

② 低密度植栽技術による植栽及びコスト等の分析 

選定した実証地において、低密度植栽技術により植栽を実施した。その際、地拵え、苗木運

搬、植付け、シカ対策（必要に応じて）の各工程の所要人工等を記録しコストや生産性の整理

を行った。また、代表的な実証地では、地拵えから植栽までの功程をビデオで撮影し記録した。 

実証に当たっては、(一社)日本森林技術協会（以降、日林協と称す。）と森林所有者との間

で協定を締結した。協定では、森林所有者は日林協に対して調査地となる土地の使用を認める

一方で、日林協は調査に必要な植栽等の施業を行うことを記した。その際、日林協は立木の所

有権を主張しないこと等を明記した。 

実証地における現地調査内容を以下のⅰ～ⅵに記す。 

ⅰ 作業内容（植栽日、苗種、苗形状〔大きさ〕、苗価格、植栽面積、植栽本数〔密度〕、人

工、生産性〔本／日〕、植栽器具、シカ対策）の記録。 

ⅱ 作業工程（苗木運搬から植栽までの作業の流れ）、生産性（各工程別の日数当たりの生産

量若しくは労働生産性〔各工程別の人日当たりの生産量〕）の算出。 

ⅳ 地域別の作業工程と生産性の比較。 

ⅴ 地域別のシカ対策、下刈りに関する考え方の比較。 

ⅵ 作業員へのヒアリングから明確化した成果と課題の整理。 
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③ 植栽後の現地調査 

各調査地において、植栽直後に以下の現地調査を行った。 

ⅰ プロット設定 

実証地１箇所当り５箇所以上の調査プロットを可能な限り地形別（例えば斜面の上・中・

下等）に設定し、次年度以降の調査が容易なようにプロット位置図と緯度経度の記録、プロ

ット起点への杭の打設を行う。プロット形状は、１プロットに 36 本程度の植栽木が入るよ

うに方形に設定した。 

ⅱ プロット調査 

設定したプロット内の植栽木について、樹高、根元直径を調査し、植栽木の形状や状態等

を記録した。 

ⅲ 実証地の概況把握 

実証地毎に、プロットの位置や大きさを示す図面を作成し、地形、標高等を記録する。ま

た、１調査地の各プロット毎に植栽後の林況写真を撮影し、撮影位置とあわせて整理する。

なお、現地調査時には、周辺地域も含めた林地の状況（地形、樹種、下層植生等）、気象害

（寒風害や風倒害等）や病虫害（過湿による根腐病等）の状況、シカ等の獣害の状況等を把

握し記録した。 

④ 大型コンテナ苗の導入に向けた検討 

大型コンテナ苗（樹高 90～100cm程度の大苗）を低密度植栽することにより、下刈りの省力

化を図り、合わせてシカ被害の低減につながるのかの検証を行った。 

今年度は、平成 28年夏以降に現地へ導入（植栽）することを目的に苗木の生産に着手した。 

実証地における各種調査・分析結果については、「5 低密度植栽技術の実証」にて後述した。 

（６）低密度植栽施業指針の検討 

今年度は、まだ収集事例やデータ数が少なく、地域別、樹種別の施業指針を作成するには至

らない。ただし、本調査の成果や過去の文献から、各地域における低密度植栽技術の事例や課

題等を整理した上で、低密度植栽技術の施業指針を作成する上で重要と思える項目とその考え

方について、「6 低密度植栽施業指針の検討」に後述した。 

（７）成果品の提出 

成果品は、平成 28年 3月 18日に、調査報告書を 80部、電磁記録媒体資料（DVD-R）２部を

林野庁担当者に提出した。 

 

 

 

 

 

 


